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参 照 条 文 

 

不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）（抄） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保する

ため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の

健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

（外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止） 

第十八条 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るた

めに、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位

を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせん

をさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして

はならない。 

２ 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者 

二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事

務に従事する者 

三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式

の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を

直接に所有され、又は役員（取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で

事業の経営に従事しているものをいう。）の過半数を任命され若しくは指名されている事業者

であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されて

いるものの事務に従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者 

四 国際機関（政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において 

同じ。）の公務に従事する者 

五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機

関から委任されたものに従事する者 

 

（罰則） 

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。 

一 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為（人

を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。次号において同じ。）又は管理侵害

行為（財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）その
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他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいう。次号において同じ。）により、営業秘密を取

得した者 

二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又は 

その営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者 

三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその 

営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれか

に掲げる方法でその営業秘密を領得した者 

イ 営業秘密記録媒体等（営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をい

う。以下この号において同じ。）又は営業秘密が化体された物件を横領すること。 

ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件につ

いて、その複製を作成すること。 

ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記

載又は記録を消去したように仮装すること。 

四 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に 

背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、

又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用

し、又は開示した者 

五 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する

社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。）又は従業者で

あって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業

秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者（前号に掲げる者を除

く。） 

六 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の

利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業

秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用

若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示し

た者（第四号に掲げる者を除く。） 

七 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、第二号若しく 

は前三号の罪又は第三項第二号の罪（第二号及び前三号の罪に当たる開示に係る部分に限る。）

に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者 

八 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、第二号若しく 

は第四号から前号までの罪又は第三項第二号の罪（第二号及び第四号から前号までの罪に当

たる開示に係る部分に限る。）に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、そ

の営業秘密を使用し、又は開示した者 

九 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人 

の第二号若しくは第四号から前号まで又は第三項第三号の罪に当たる行為（技術上の秘密を

使用する行為に限る。以下この号及び次条第一項第二号において「違法使用行為」という。）
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により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、

又は電気通信回線を通じて提供した者（当該物が違法使用行為により生じた物であることの

情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、

輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

一～六 （略） 

七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

一 日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者 

二 相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をす

る目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者 

三 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第一

項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をした者 

４～５ （略） 

６ 第一項各号（第九号を除く。）、第三項第一号若しくは第二号又は第四項（第一項第九号に係る

部分を除く。）の罪は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本

国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 

７ （略） 

８ 第二項第七号（第十八条第一項に係る部分に限る。）の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五

号）第三条の例に従う。 

９～１２ （略） 

 

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

一 前条第三項第一号（同条第一項第一号に係る部分に限る。）、第二号（同条第一項第二号、第

七号及び第八号に係る部分に限る。）若しくは第三号（同条第一項第二号、第七号及び第八号

に係る部分に限る。）又は第四項（同条第三項第一号（同条第一項第一号に係る部分に限る。）、

第二号（同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。）及び第三号（同条第一項

第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。） 十億円以下の罰金刑 

二 前条第一項第一号、第二号、第七号、第八号若しくは第九号（同項第四号から第六号まで又

は同条第三項第三号（同条第一項第四号から第六号までに係る部分に限る。）の罪に係る違法

使用行為（以下この号及び第三項において「特定違法使用行為」という。）をした者が該当す

る場合を除く。）又は第四項（同条第一項第一号、第二号、第七号、第八号及び第九号（特定

違法使用行為をした者が該当する場合を除く。）に係る部分に限る。） 五億円以下の罰金刑 
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三 前条第二項 三億円以下の罰金刑 

２ （略） 

３ 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号、第七号、第八号若しくは第九号（特定違法使

用行為をした者が該当する場合を除く。）、第二項、第三項第一号（同条第一項第一号に係る部分

に限る。）、第二号（同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。）若しくは第三号

（同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。）又は第四項（同条第一項第一号、

第二号、第七号、第八号及び第九号（特定違法使用行為をした者が該当する場合を除く。）並び

に同条第三項第一号（同条第一項第一号に係る部分に限る。）、第二号（同条第一項第二号、第七

号及び第八号に係る部分に限る。）及び第三号（同条第一項第二号、第七号及び第八号に係る部

分に限る。）に係る部分に限る。）の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における

時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 
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刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）（抄） 

 

第二百五十条 （略） 

② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲

げる期間を経過することによつて完成する。 

一 死刑に当たる罪については二十五年 

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 

七 拘留又は科料に当たる罪については一年 

 

第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違

又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 

② 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有す

る。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行

を始める。 

 

第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送

達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠

れている期間その進行を停止する。 

② （略） 
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刑法（明治四十年法律第四十五号）（抄） 

 

（国内犯） 

第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 

２ （略） 

 

（すべての者の国外犯） 

第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 

一 削除 

二 第七十七条から第七十九条まで（内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助）の罪 

三 第八十一条（外患誘致）、第八十二条（外患援助）、第八十七条（未遂罪）及び第八十八条

（予備及び陰謀）の罪 

四 第百四十八条（通貨偽造及び行使等）の罪及びその未遂罪 

五 第百五十四条（詔書偽造等）、第百五十五条（公文書偽造等）、第百五十七条（公正証書原

本不実記載等）、第百五十八条（偽造公文書行使等）及び公務所又は公務員によって作られ

るべき電磁的記録に係る第百六十一条の二（電磁的記録不正作出及び供用）の罪 

六 第百六十二条（有価証券偽造等）及び第百六十三条（偽造有価証券行使等）の罪 

七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで（支払用カード電磁的記録不正作出等、不正

電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪）の罪 

八 第百六十四条から第百六十六条まで（御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用

等、公記号偽造及び不正使用等）の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び

第百六十六条第二項の罪の未遂罪 

 

（国民の国外犯） 

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 

一 第百八条（現住建造物等放火）及び第百九条第一項（非現住建造物等放火）の罪、これら

の規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 

二 第百十九条（現住建造物等浸害）の罪 

三 第百五十九条から第百六十一条まで（私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行

使）及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 

四 第百六十七条（私印偽造及び不正使用等）の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 

五 第百七十六条から第百八十一条まで（強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準

強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷）及び第百

八十四条（重婚）の罪 

六 第百九十八条（贈賄）の罪 

七 第百九十九条（殺人）の罪及びその未遂罪 

八 第二百四条（傷害）及び第二百五条（傷害致死）の罪 
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九 第二百十四条から第二百十六条まで（業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎

致死傷）の罪 

十 第二百十八条（保護責任者遺棄等）の罪及び同条の罪に係る第二百十九条（遺棄等致死

傷）の罪 

十一 第二百二十条（逮捕及び監禁）及び第二百二十一条（逮捕等致死傷）の罪 

十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで（未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び

誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国

外移送、被略取者引渡し等、未遂罪）の罪 

十三 第二百三十条（名誉毀損）の罪 

十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで（窃盗、不動産侵奪、強盗）、第二百三十八条

から第二百四十条まで（事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷）、第二百四十一条第一項及

び第三項（強盗・強制性交等及び同致死）並びに第二百四十三条（未遂罪）の罪 

十五 第二百四十六条から第二百五十条まで（詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐

喝、未遂罪）の罪 

十六 第二百五十三条（業務上横領）の罪 

十七 第二百五十六条第二項（盗品譲受け等）の罪 

 

（条約による国外犯） 

第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二

編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている

ものを犯したすべての者に適用する。 

 

（他の法令の罪に対する適用） 

第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定

があるときは、この限りでない。 

 

（時効の停止） 

第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 

 

（贈賄） 

第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込

み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 
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国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約（OECD外国公務員贈賄防止条

約）（抄） 

 

前文 

 締約国は、贈賄が国際商取引（貿易及び投資を含む。）において広範にみられる現象であり、

深刻な道義的及び政治的問題を引き起こし、良い統治及び経済発展を阻害し並びに国際的な競争

条件を歪めていることを考慮し、すべての国が国際商取引における贈賄を防止する責任を共有す

ることを考慮し、1997年 5月 23 日に経済協力開発機構（OECD）の理事会において採択された

「国際商取引における贈賄の防止に関する改訂勧告（C（97）123 最終版）」において、国際商取

引における外国公務員に対する贈賄を抑止し及び防止するための効果的な手段、特に、当該勧告

に掲げる合意された共通の要素及び各国の基本的な法的原則（裁判権に関するものを含む。）に

合致した方法により、かつ、効果的で協調された態様により、当該贈賄を速やかに犯罪とするこ

とが求められていることを尊重し、他の近年の進展（国際連合、世界銀行、国際通貨基金、世界

貿易機関、米州機構、欧州評議会及び欧州連合の活動を含む。）により、公務員に対する贈賄の

防止に関する国際的な理解及び協力が更に進められていることを歓迎し、贈賄を防止するための

企業、商業団体、労働組合及び他の非政府機関による努力を歓迎し、国際商取引において個人又

は企業に対し賄賂が要求されることを防止する上での政府の役割を認識し、この分野において進

展を図るためには、一国における努力のみならず、多数国間の協力、監視及び事後措置が必要で

あることを認識し、締約国においてとられる措置の間の同等性を達成することがこの条約の不可

欠の目的であり、このためそのような同等性から逸脱することなしに条約を批准することが必要

であることを認識して、次のとおり協定した。 

 

第二条 法人の責任 

 締約国は、自国の法的原則に従って、外国公務員に対する贈賄について法人の責任を確立する

ために必要な措置をとる。 

 

第三条 制裁 

１．外国公務員に対する贈賄には、効果的で、均衡がとれたかつ抑止力のある刑罰を科する。刑

罰の範囲は、自国の公務員に対する贈賄に適用されるものと同等のものとし、また、自然人の

場合には、効果的な法律上の相互援助及び引渡しを可能とするために十分な自由の剥奪を含む

ものとする。 

２．（略） 

３．締約国は、賄賂及び外国公務員に対する贈賄を通じて得た収益（又は収益に相当する価値を

有する財産）を押収し若しくは没収し又は同等な効果を有する金銭的制裁を適用するために必

要な措置をとる。 

４．（略） 
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第四条 裁判権 

１．（略） 

２．国外において自国の国民によって行われた犯罪について裁判権を設定している締約国は、そ

のような裁判権の設定に関する原則と同一の原則により、外国公務員に対する贈賄について

も、国外において自国の国民によって行われた場合において自国の裁判権を設定するため、必

要な措置をとる。 

３．・４．（略） 

 

第六条 出訴期限 

外国公務員に対する贈賄に適用される出訴期限は、この犯罪の捜査及び訴追のために適切な期

間を与えるものとする。 
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外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）（抄） 

 

第六十九条の六 （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が三千万円を超えるとき

は、罰金は、当該価格の五倍以下とする。 

一 特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のた

めの装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で

定めるもの（以下この項において「核兵器等」という。）の設計、製造若しくは使用に係る

技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵（次号において「開発等」という。）の

ために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技

術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項

の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者 

二 第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いら

れるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第

四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者又

は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める

輸出をした者 

３ （略） 

 

第七十二条 法人（第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十

七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項並びに第五十五条の五第三項に規

定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。）の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げ

る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰

金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

一 第六十九条の六第二項 十億円以下（当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超え

るときは、当該価格の五倍以下）の罰金刑 

二～五 （略） 

２ 前項の規定により第六十九条の六又は第六十九条の七の違反行為につき法人又は人に罰金刑

を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。 

３ （略） 
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所得税法（昭和四十年法律第三十三号）（抄） 

 

第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号（確定所得申告）（第

百六十六条（申告、納付及び還付）において準用する場合を含む。）に規定する所得税の額

（第九十五条（外国税額控除）又は第百六十五条の六（非居住者に係る外国税額の控除）の規

定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用

しないでした所得税の額）若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号（給与等

につき源泉徴収を受けない場合の申告）に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百

四十二条第二項（純損失の繰戻しによる還付）（第百六十六条において準用する場合を含む。）

の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

２ 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状

により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相

当する金額以下とすることができる。 

３ （略） 

４ （略） 

 

第二百四十三条 法人の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は法人若しくは人の理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条

まで（所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出し

ない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪）の違反行為をした

ときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 

２ 前項の規定により第二百三十八条第一項若しくは第三項、第二百三十九条第一項又は第二百

四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これ

らの規定の罪についての時効の期間による。 

３ （略） 
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法人税法（昭和四十年法律第三十四号）（抄） 

 

第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号（確定申告）に規定する

法人税の額（第六十八条（所得税額の控除）又は第六十九条（外国税額の控除）の規定により

控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないで

した法人税の額）、第八十九条第二号（退職年金等積立金に係る確定申告）（第百四十五条の五

（申告及び納付）において準用する場合を含む。）に規定する法人税の額若しくは第百四十四

条の六第一項第三号若しくは第四号（確定申告）に規定する法人税の額（第百四十四条（外国

法人に係る所得税額の控除）において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二（外国

法人に係る外国税額の控除）の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号

又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額）若しくは第百四

十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額（第百四十四条において準用する第六十八条の

規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用

しないでした法人税の額）につき法人税を免れ、又は第八十条第十項（欠損金の繰戻しによる

還付）（第百四十四条の十三第十三項（欠損金の繰戻しによる還付）において準用する場合を

含む。）の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者（人格のない社団等の管

理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条（偽りの記載をした中間

申告書を提出する等の罪）までにおいて同じ。）、代理人、使用人その他の従業者（当該法人が

通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第

百六十三条第一項（両罰規定）において同じ。）でその違反行為をした者は、十年以下の懲役

若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

２ 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、情状

により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相

当する金額以下とすることができる。 

３ （略） 

４ （略） 

 

第百六十三条 法人の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百五十九条第一項若しくは第

三項（法人税を免れる等の罪）、第百六十条（確定申告書を提出しない等の罪）又は前条の違

反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を

科する。 

２ 前項の規定により第百五十九条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科

する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 
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金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）（抄） 

 

第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。 

一 第五条（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による届出書類（第五条第四

項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。）、第七条第

一項、第九条第一項若しくは第十条第一項（これらの規定を第二十七条において準用する場

合を含む。）の規定による訂正届出書（当該訂正届出書に係る参照書類を含む。）、第二十三

条の三第一項及び第二項（これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規

定による発行登録書（当該発行登録書に係る参照書類を含む。）及びその添付書類、第二十

三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項

において準用する同条第一項（これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）

の規定による訂正発行登録書（当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。）、第二十三条の

八第一項及び第五項（これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。）の規定に

よる発行登録追補書類（当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。）及びその添付書類

又は第二十四条第一項若しくは第三項（これらの規定を同条第五項（第二十七条において準

用する場合を含む。）及び第二十七条において準用する場合を含む。）若しくは第二十四条の

二第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による有価証券報告書若しく

はその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者 

二～六 （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。 

一 財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又は

くぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しく

は安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティ

ブ取引等を行つた者（当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を

除く。） 

二 （略） 

 

第二百七条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及

び次項において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行

為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰

金刑を科する。 

一 第百九十七条 七億円以下の罰金刑 

二～六 （略） 

２ 前項の規定により第百九十七条、第百九十七条の二（第十一号及び第十二号を除く。）又は

第百九十七条の三の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
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これらの規定の罪についての時効の期間による。 

３ （略） 
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会社法（平成十七年法律第八十六号）（抄） 

 

（取締役等の特別背任罪） 

第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える

目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の

懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 発起人 

二 設立時取締役又は設立時監査役 

三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 

四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役

の職務を代行する者 

五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項（第四百三条第三項

及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。）の規定により選任された一時取締

役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役）、

会計参与、監査役、代表取締役、委員（指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をい

う。）、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 

六 支配人 

七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 

八 検査役 

２ （略） 

 

（取締役等の贈収賄罪） 

第九百六十七条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受

し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処す

る。 

一 第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者 

二 第九百六十一条に規定する者 

三 会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行

うべき者 

２ 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万

円以下の罰金に処する。 

 

（株主等の権利の行使に関する利益供与の罪） 

第九百七十条 第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使

用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主（第八百四十七条の二第九項に規定する

適格旧株主をいう。第三項において同じ。）の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等（第

八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。）の株主
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の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したと

きは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 

２～６ （略） 

 

（国外犯） 

第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第

九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれら

の罪を犯した者にも適用する。 

２ 第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法

（明治四十年法律第四十五号）第二条の例に従う。 
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特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）（抄） 

 

（侵害の罪） 

第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者（第百一条の規定により特許権又は専用実施

権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以

下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 

（両罰規定） 

第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 

二 （略） 

２ （略） 

３ （略） 
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）（抄） 

第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の

過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限そ

の他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業

者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消

費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とす

る。 

 

第八十九条 次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に

処する。 

一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者 

二 第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの 

② （略） 

 

第九十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。 

一 第八十九条 五億円以下の罰金刑 

二～四 （略） 

②～⑥ （略） 

 


